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令和７年度篠山小中学校いじめ防止基本方針 
      

篠山小中学校組合立篠山小中学校 

 

  

１    

(1)  いじめ防止等の対策に関する基本理念                           

 

 

(2) いじめの禁止（いじめ防止対策推進法第４条より） 

        児童生徒は、いじめを行ってはならない。  

  

   (3) いじめの定義と理解  

（いじめ防止対策推進法第 2 条） 

  

２  いじめ対策のための校内組織の設置   

(1)  校内いじめ対策委員会  

  (2)  いじめ対策委員会（「篠南の児童生徒をまもり育てる協議会」を兼ねる）  

(3)  児童生徒を見つめる会  
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２  いじめの未然防止のための取組  

  (1)  
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  (2)  

 

３  いじめの早期発見（いじめを見逃さない・見過ごさないための手立て等）                    

(1) いじめの態様（具体的ないじめの態様例）  
 

 

 
 (2) 早期発見のための対策  
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４ いじめに対する措置（早期対応、認知したいじめに対する対処等）  
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５ いじめ防止年間指導計画  
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６ 教育委員会や関係機関等との連携  

 

７ 懲戒権の適切な行使  

 

８ 学校評価の実施 


